
鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険事業実施要綱の制定について 

 

１ 制定理由 

民間賃貸住宅の入居に不安を抱える単身高齢者が、安心して住まいを確保できる環境を整

備するため、鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死及び残置物に係る保険事業の実

施に関し、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 施行日 

決裁の日 

 

３ 経緯 

 (1) 令和３年度に国土交通省が実施した調査によれば、大家等の約７割が高齢者等に対する

入居拒否感を有しており、その理由の９割が居室内での死亡事故等に対する不安であった。 

 (2) 県内不動産業者に対するアンケート調査では、最も必要としている支援は死亡時の残存

家財処理（約７割が回答）であった。 

 (3) 孤独死の発生による残置物処理や特殊清掃、事務処理等に係る大家等の費用負担を軽減

することで、単身高齢者の住居確保を推進するため、これらの費用を保険対象とした保険

に市が加入し、該当する住戸において死亡事故が生じた際の補償を行う。 

 

４ 概要 

 (1) 保険契約の概要 

   契約者は市と受託損害保険会社、被保険者は登録した住戸の大家等。保険期間は４月１

日（初年度は契約日）から翌年３月３１日までの１年間。保険料は市が負担する。 

 (2) 登録対象の住戸 

   以下の要件を全て満たす住戸（福祉施設等は除く。） 

  ア 市内に所在する民間賃貸住宅の住戸 

  イ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（高齢者等の入居を拒まない住まいで、耐震性、

一定の面積、設備等の基準を備えた賃貸住宅として登録を受けたもの）の住戸 

  ウ 満６０歳以上の単身世帯 

 (3) 補償対象 

   戸室内死亡事故の発生に伴い生じた以下の損害（支給上限額等は保険約款で定める。） 

  ア 空室又は家賃の値引きに伴う家賃収入の減少 

  イ 物的損害に係る原状回復に要する費用 

ウ 遺品整理、相続財産管理人選任申立及びお祓い又は追善供養に要する費用 

  エ 賃貸借契約解除、建物明け渡しの費用 



令和７年５月２３日 

       

鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険事業実施要綱を次のように

定める。 

                                     

鹿児島市長 下 鶴 隆 央   

       

                                           

鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険事業実施要綱 

                                     

（趣旨） 

第１条 この要綱は、民間賃貸住宅の入居に不安を抱える単身高齢者が、安心して住まいを確

保できる環境を整備するため、鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死及び残置物に

係る保険事業（以下「保険事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 大家等 賃貸住宅の住戸を所有又は管理する者をいう。 

 (2) 戸室内死亡事故 賃貸住宅の住戸において発生した死亡事故（自然死、病死、自死及び

犯罪死を含む。）をいう。 

 (3) 登録 保険事業の補償対象となる住戸として登録することをいう。 

 （保険契約） 

第３条 市は、保険事業を行うため、登録した住戸（以下「登録住戸」という。）の大家等を

被保険者（以下「被保険者」という。）とし、次項に掲げる損害を補償対象とする損害保険

（以下「損害保険」という。）契約を保険業法（平成７年法律第１０５号）第２条第４項に

規定する損害保険会社（以下「受託事業者」という。）と締結する。 

２ 損害保険は、登録住戸における戸室内死亡事故を原因として生じた次に掲げる損害を補償

するものとする。 

 (1) 空室又は家賃の値引きに伴う家賃収入の減少 

 (2) 登録住戸内の物的損害に係る原状回復に要する費用 

 (3) 遺品整理、相続財産管理人選任申立及びお祓い又は追善供養に要する費用 

 (4) 賃貸借契約解除、建物明け渡し請求訴訟及び建物明け渡し執行の申し立てを行うための

費用 

３ 損害保険契約の保険料は市が負担する。 

４ 損害保険の契約期間は４月１日から翌年３月３１日までとする。 



５ 保険金の支払対象、上限額その他の補償に係る条件は、損害保険契約の約款にて定める。 

（対象） 

第４条 保険事業の対象として登録を受けることができる住戸は、次に掲げる要件を全て満た

す住戸とする。 

(1) 鹿児島市内に所在する民間賃貸住宅の住戸であること。 

 (2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第 

１１２号）第８条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の住戸であること。 

(3) 次条の規定に基づく申請時点で入居者が満６０歳以上の単身世帯であること。 

２ 前項に規定する要件を満たす住戸であっても、次のいずれかに該当するものは登録を受け

ることができないものとする。 

(1) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条に掲げる施設及び同法第２９条第１

項に規定する有料老人ホーム 

(2) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３２に規定する介護サービス事業

者の施設 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第 

１２３号）第８条第２項に規定する事業者等の施設 

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条に規定するサ

ービス付き高齢者向け住宅 

(5) 前各号に掲げるものに準ずる形態の住戸 

（登録の申請） 

第５条 登録を希望する住戸の大家等は、登録申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添えて

市長に申請するものとする。 

 (1) 誓約書（様式第２） 

 (2) 当該住戸に係る賃貸借契約書の写し（過去に住戸の登録を受けたことがない大家等に限

る。） 

(3) 当該住戸の入居者が満６０歳以上の単身世帯であることを確認できる書類 

（審査及び通知） 

第６条 市長は、前条の申請内容が第４条に掲げる要件（以下「登録要件」という。）を満た

していると認めるときは、申請に係る住戸を登録し、登録通知書（様式第３）により当該大

家等へ通知する。 

２ 市長は、前条の申請内容が登録要件を満たしていないと認めるときは、登録却下通知書（

様式第４）により当該大家等へ通知する。 

３ 市長は、第１項の規定により住戸を登録したときは、当該登録に係る登録申請書を受け付

けた日が属する月の翌月１５日までに、受託事業者へ被保険者情報連絡票（様式第５）（以

下「連絡票」という。）により登録住戸の所在地、被保険者の連絡先その他必要な事項を伝



える。 

（登録の変更） 

第７条 登録申請書（添付書類を含む。）に記載した内容（以下「登録事項等」という。）に

変更があった被保険者は、登録事項等変更届出書（様式第６）により市長に変更があった事

項を届け出るものとする。変更後の登録事項等の内容を再度変更したときも、同様とする。 

２ 市長は、登録事項等変更届出書を受け付けたときは、受け付けた日が属する月の翌月１５

日までに、受託事業者へ連絡票により変更があった事項を伝える。 

 （登録の廃止） 

第８条 被保険者は、登録住戸が登録要件を満たさなくなったときは、登録要件を満たさなく

なった日から３０日以内に登録廃止申請書（様式第７）（以下「廃止申請書」という。）を

市長に提出するものとする。 

２ 被保険者は、登録要件を満たしている登録住戸についてその登録の廃止を希望するときは、

廃止申請書を提出するものとする。 

３ 市長は、廃止申請書の提出に基づき登録を廃止したときは、登録廃止通知書（様式第８）

により当該大家等へ通知するとともに、廃止申請書を受理した日が属する月の翌月１５日ま

でに、受託事業者へ連絡票によりその旨を伝える。 

（登録期間の始期及び終了） 

第９条 登録住戸として登録する期間（以下「登録期間」という。）の始期は、第５条第１項

の規定に基づく登録申請書を市長が受け付けた日とする。 

２ 登録期間の終期は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 

(1) 前条第１項の規定による廃止申請書に基づき登録を廃止した場合 登録要件を満たさな

くなった日 

(2) 前条第２項の規定による廃止申請書に基づき登録を廃止した場合 当該廃止申請書を市

長が受け付けた日 

(3) 次条の規定により登録を取り消された場合 市長が受託事業者と協議し別に定める日 

(4) 前各号以外の場合 登録期間の始期が属する年度の３月３１日 

（登録の取消し） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 

(1) 登録住戸が登録要件を満たさなくなったとき（第８条第１項の規定による廃止申請書が

提出されなかった場合に限る。） 

(2) 登録に際し虚偽その他不正な行為があったことが判明したとき 

 (3) その他市長が必要と認めるとき 

２ 市長は、前項の規定により登録を取消したときは、登録取消通知書（様式第９）により、

登録を取消した大家等に通知するとともに、受託事業者へ連絡票によりその旨を伝える。 

（登録の継続） 



第１１条 市が新たに損害保険契約を締結する場合において、被保険者は、当該損害保険にお

ける登録住戸として引き続き登録を希望するときは、現行の損害保険の契約期間（次項にお

いて「保険期間」という。）が終了する日の６０日前までに継続登録申請書（様式第１０）

を市長に提出するものとする。ただし、市長が特段の事情があると認める場合は、この限り

ではない。 

２ 保険期間が終了する日の６か月前の日以降に第６条第１項の規定による登録を受けた登録

住戸の被保険者は、前項の規定に基づく継続登録申請書の提出をしたものとみなす。 

３ 市長は、第１項の規定に基づき継続登録申請書が提出された場合において、申請内容が適

当と認めるときは、登録更新通知書（様式第１１）により、被保険者に通知する。 

４ 市長は、第２項の規定により継続登録申請書が提出したものとみなされた場合において、

継続して登録することが適当と認めるときは、登録更新通知書（様式第１２）により、被保

険者に通知する。 

 （事故の報告等） 

第１２条 被保険者は、登録住戸において戸室内死亡事故が発生したときは、事故報告書（様

式第１３）により、市長へ事故が発生した旨を速やかに報告するものとする。 

２ 市長は、前項の報告を受けたときは、事故報告書の写しの送付等により受託事業者へ戸室

内死亡事故が発生した旨を速やかに連絡する。 

３ 受託事業者は、市長から戸室内死亡事故発生の連絡を受けたときは、当該戸室内死亡事故

が発生した登録住戸の被保険者へ連絡し、保険の給付に関して必要な調査等を行うものとす

る。 

４ 被保険者は、受託事業者が前項の規定に基づき実施する調査等に協力するものとする。 

５ 受託事業者は、保険金の給付状況について市長から報告を求められたときは、これに応じ

るものとする。 

（不当な登録に関する求償） 

第１３条 市長は、被保険者が、登録要件を満たしていないにもかかわらず満たしているかの

ように偽り登録を受け、又は登録住戸が登録要件を満たさなくなったことを知りながら第８

条第１項の規定による登録廃止申請書を提出せず、市長に不当な保険料の支出を行わせたと

きは、当該被保険者へ登録要件を満たしていない期間の保険料について求償することができ

る。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年５月２３日から施行する。 

 （経過措置） 



２ 第３条第４項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に締結する損害保険の契

約期間は、契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 


